
令和８ 年２ 月８ 日執行 神奈川県第６ 区選挙区（ 横浜市保土ケ谷区、 旭区）

神 奈 川 県 選 挙 管 理 委 員 会

衆議院小選挙区選出議員選挙 選挙公報

こ の選挙公報は、 候補者から 提出さ れた原稿を、 そのま ま 印刷し たも のです。

投票日　2 月８ 日（ 日）　 　 投票時間　 午前７ 時から 午後８ 時まで

【 身体に重度の障害のある方や要介護５ の方

（ 郵便等投票）】

　 右の表に掲げる一定要件にあてはまる方

は事前に「 郵便等投票証明書」 の交付を受

けた上で、 自宅等で投票すること ができま

す（ こ の方法は、 郵便等による送付が必要

です）。

　 制度の詳細については市区町村の選挙管

理委員会にお問い合わせく ださ い。

身体障害者手帳に

記載してある障害の程度

障害名 障害の程度

両下肢、 体幹、 移動機能の障害 １ 級・ ２ 級

心臓、 じ ん臓、 呼吸器、 ぼう こう 、 直腸、 小腸の障害 １ 級・ ３ 級

免疫、 肝臓の障害 １ 級・ ２ 級・ ３ 級

戦傷病者手帳に

記載してある障害の程度

障害名 障害の程度

両下肢、 体幹の障害 特別項症～第２ 項症

心臓、 じ ん臓、 呼吸器、 ぼう こう 、 直腸、 小腸、 肝臓の障害 特別項症～第３ 項症

介護保険の

被保険者証

要介護の

状態区分

要介護５

◎　 衆議院小選挙区選出議員選挙
　 　 投票用紙（ あ さ ぎ色） には、 候補者１ 人の氏名を 記入し ま す。
◎　 衆議院比例代表選出議員選挙
　 　 投票用紙（ ピ ン ク 色） には、 名簿届出政党等の名称を １ つ記入し ま す。
◎　 最高裁判所裁判官国民審査
　 　 投票用紙（ う ぐ いす色） には、 やめさ せた方がよ いと 思う 裁判官については、 氏名の上の欄に×を 書き ま す。
　 　 やめさ せなく てよ いと 思う 裁判官については、 何も 書かないでく ださ い。

　 投票日に投票所に行く こ と ができ ない方は、 期日前投票又は不在者投票を ご利用く ださ い。
　 なお、 投票所入場券がお手元に届く 前でも 、 選挙人名簿に登録さ れている こ と が確認さ れれば、 投票する こ と ができ ま す。
　 ま た、 18歳から 投票するこ と ができ ます。 18歳未満のお子様も 一緒に投票所に入場するこ と ができ ますので、 ご 家族で投票所
にお出かけく ださ い。

衆議院議員総選挙
特設ホームページ
はこ ちら



　 投票日に投票所に行く こ と ができない方は、 期日前投票又は不在者投票をご利用く ださ い。

　 なお、 投票所入場券がお手元に届く 前でも 、 選挙人名簿に登録さ れているこ と が確認さ れれば、 投票するこ と

ができます。

　 また、 18歳から 投票するこ と ができ ます。 18歳未満のお子様も 一緒に投票所に入場するこ と ができ ますので、

ご家族で投票所にお出かけく ださ い。

◎　 衆議院小選挙区選出議員選挙
　 　 投票用紙（ あさ ぎ色） には、 候補者１ 人の氏名を記入し ま す。
◎　 衆議院比例代表選出議員選挙
　 　 投票用紙（ ピ ンク 色） には、 名簿届出政党等の名称を １ つ記入し ま す。
◎　 最高裁判所裁判官国民審査
　 　 投票用紙（ う ぐ いす色） には、 やめさ せた方がよ いと 思う 裁判官については、 氏名の上の欄に×を書きます。
　 　 やめさ せなく てよ いと 思う 裁判官については、 何も 書かないでく ださ い。

【 身体に重度の障害のある方や要介護５

の方（ 郵便等投票）】

　 右の表に掲げる一定要件にあてはまる

方は事前に「 郵便等投票証明書」 の交付

を受けた上で、 自宅等で投票すること が

できます（ こ の方法は、 郵便等による送

付が必要です）。

　 制度の詳細については市区町村の選

挙管理委員会にお問い合わせく ださ い。

身体障害者手帳に

記載してある障害の程度

障害名 障害の程度

両下肢、 体幹、 移動機能の障害 １ 級・ ２ 級

心臓、 じ ん臓、 呼吸器、 ぼう こう 、 直腸、 小腸の障害 １ 級・ ３ 級

免疫、 肝臓の障害 １ 級・ ２ 級・ ３ 級

戦傷病者手帳に

記載してある障害の程度

障害名 障害の程度

両下肢、 体幹の障害 特別項症～第２ 項症

心臓、 じ ん臓、 呼吸器、 ぼう こう 、 直腸、 小腸、 肝臓の障害 特別項症～第３ 項症

介護保険の

被保険者証

要介護の

状態区分

要介護５

衆議院議員総選挙

特設ホームページ

はこ ちら



令和８ 年２ 月８ 日執行 神奈川県第７ 区選挙区（ 横浜市港北区）

神 奈 川 県 選 挙 管 理 委 員 会

衆議院小選挙区選出議員選挙 選挙公報

こ の選挙公報は、 候補者から 提出さ れた原稿を、 そのま ま 印刷し たも のです。

投票日 2 月８ 日（ 日）　 　 投票時間　 午前７ 時から 午後８ 時まで

【 身体に重度の障害のある方や要介護５ の方

（ 郵便等投票）】

　 右の表に掲げる一定要件にあてはまる方

は事前に「 郵便等投票証明書」 の交付を受

けた上で、 自宅等で投票すること ができま

す（ こ の方法は、 郵便等による送付が必要

です）。

　 制度の詳細については市区町村の選挙管

理委員会にお問い合わせく ださ い。

身体障害者手帳に

記載してある障害の程度

障害名 障害の程度

両下肢、 体幹、 移動機能の障害 １ 級・ ２ 級

心臓、 じ ん臓、 呼吸器、 ぼう こう 、 直腸、 小腸の障害 １ 級・ ３ 級

免疫、 肝臓の障害 １ 級・ ２ 級・ ３ 級

戦傷病者手帳に

記載してある障害の程度

障害名 障害の程度

両下肢、 体幹の障害 特別項症～第２ 項症

心臓、 じ ん臓、 呼吸器、 ぼう こう 、 直腸、 小腸、 肝臓の障害 特別項症～第３ 項症

介護保険の

被保険者証

要介護の

状態区分

要介護５

◎　 衆議院小選挙区選出議員選挙
　 　 投票用紙（ あ さ ぎ色） には、 候補者１ 人の氏名を 記入し ま す。
◎　 衆議院比例代表選出議員選挙
　 　 投票用紙（ ピ ン ク 色） には、 名簿届出政党等の名称を １ つ記入し ま す。
◎　 最高裁判所裁判官国民審査
　 　 投票用紙（ う ぐ いす色） には、 やめさ せた方がよ いと 思う 裁判官については、 氏名の上の欄に×を 書き ま す。
　 　 やめさ せなく てよ いと 思う 裁判官については、 何も 書かないでく ださ い。

　 投票日に投票所に行く こ と ができ ない方は、 期日前投票又は不在者投票を ご利用く ださ い。
　 なお、 投票所入場券がお手元に届く 前でも 、 選挙人名簿に登録さ れている こ と が確認さ れれば、 投票する こ と ができ ま す。
　 ま た、 18歳から 投票するこ と ができ ます。 18歳未満のお子様も 一緒に投票所に入場するこ と ができ ますので、 ご 家族で投票所
にお出かけく ださ い。

衆議院議員総選挙
特設ホームページ
はこ ちら



　 投票日に投票所に行く こ と ができない方は、 期日前投票又は不在者投票をご利用く ださ い。

　 なお、 投票所入場券がお手元に届く 前でも 、 選挙人名簿に登録さ れているこ と が確認さ れれば、 投票するこ と

ができます。

　 また、 18歳から 投票するこ と ができ ます。 18歳未満のお子様も 一緒に投票所に入場するこ と ができ ますので、

ご家族で投票所にお出かけく ださ い。

◎　 衆議院小選挙区選出議員選挙
　 　 投票用紙（ あさ ぎ色） には、 候補者１ 人の氏名を記入し ま す。
◎　 衆議院比例代表選出議員選挙
　 　 投票用紙（ ピ ンク 色） には、 名簿届出政党等の名称を １ つ記入し ま す。
◎　 最高裁判所裁判官国民審査
　 　 投票用紙（ う ぐ いす色） には、 やめさ せた方がよ いと 思う 裁判官については、 氏名の上の欄に×を書きます。
　 　 やめさ せなく てよ いと 思う 裁判官については、 何も 書かないでく ださ い。

【 身体に重度の障害のある方や要介護５

の方（ 郵便等投票）】

　 右の表に掲げる一定要件にあてはまる

方は事前に「 郵便等投票証明書」 の交付

を受けた上で、 自宅等で投票すること が

できます（ こ の方法は、 郵便等による送

付が必要です）。

　 制度の詳細については市区町村の選

挙管理委員会にお問い合わせく ださ い。

身体障害者手帳に

記載してある障害の程度

障害名 障害の程度

両下肢、 体幹、 移動機能の障害 １ 級・ ２ 級

心臓、 じ ん臓、 呼吸器、 ぼう こう 、 直腸、 小腸の障害 １ 級・ ３ 級

免疫、 肝臓の障害 １ 級・ ２ 級・ ３ 級

戦傷病者手帳に

記載してある障害の程度

障害名 障害の程度

両下肢、 体幹の障害 特別項症～第２ 項症

心臓、 じ ん臓、 呼吸器、 ぼう こう 、 直腸、 小腸、 肝臓の障害 特別項症～第３ 項症

介護保険の

被保険者証

要介護の

状態区分

要介護５

衆議院議員総選挙

特設ホームページ

はこ ちら



令和８ 年２ 月８ 日執行 神奈川県第８ 区選挙区（ 横浜市緑区、 青葉区）

神 奈 川 県 選 挙 管 理 委 員 会

衆議院小選挙区選出議員選挙 選挙公報

こ の選挙公報は、 候補者から 提出さ れた原稿を、 そのま ま 印刷し たも のです。

投票日　2 月８ 日（ 日）　 　 投票時間　 午前７ 時から 午後８ 時まで

【 身体に重度の障害のある方や要介護５ の方

（ 郵便等投票）】

　 右の表に掲げる一定要件にあてはまる方

は事前に「 郵便等投票証明書」 の交付を受

けた上で、 自宅等で投票すること ができま

す（ こ の方法は、 郵便等による送付が必要

です）。

　 制度の詳細については市区町村の選挙管

理委員会にお問い合わせく ださ い。

身体障害者手帳に

記載してある障害の程度

障害名 障害の程度

両下肢、 体幹、 移動機能の障害 １ 級・ ２ 級

心臓、 じ ん臓、 呼吸器、 ぼう こう 、 直腸、 小腸の障害 １ 級・ ３ 級

免疫、 肝臓の障害 １ 級・ ２ 級・ ３ 級

戦傷病者手帳に

記載してある障害の程度

障害名 障害の程度

両下肢、 体幹の障害 特別項症～第２ 項症

心臓、 じ ん臓、 呼吸器、 ぼう こう 、 直腸、 小腸、 肝臓の障害 特別項症～第３ 項症

介護保険の

被保険者証

要介護の

状態区分

要介護５

◎　 衆議院小選挙区選出議員選挙
　 　 投票用紙（ あ さ ぎ色） には、 候補者１ 人の氏名を 記入し ま す。
◎　 衆議院比例代表選出議員選挙
　 　 投票用紙（ ピ ン ク 色） には、 名簿届出政党等の名称を １ つ記入し ま す。
◎　 最高裁判所裁判官国民審査
　 　 投票用紙（ う ぐ いす色） には、 やめさ せた方がよ いと 思う 裁判官については、 氏名の上の欄に×を 書き ま す。
　 　 やめさ せなく てよ いと 思う 裁判官については、 何も 書かないでく ださ い。

　 投票日に投票所に行く こ と ができ ない方は、 期日前投票又は不在者投票を ご利用く ださ い。
　 なお、 投票所入場券がお手元に届く 前でも 、 選挙人名簿に登録さ れている こ と が確認さ れれば、 投票する こ と ができ ま す。
　 ま た、 18歳から 投票するこ と ができ ます。 18歳未満のお子様も 一緒に投票所に入場するこ と ができ ますので、 ご 家族で投票所
にお出かけく ださ い。

衆議院議員総選挙
特設ホームページ
はこ ちら



　 投票日に投票所に行く こ と ができない方は、 期日前投票又は不在者投票をご利用く ださ い。

　 なお、 投票所入場券がお手元に届く 前でも 、 選挙人名簿に登録さ れているこ と が確認さ れれば、 投票するこ と

ができます。

　 また、 18歳から 投票するこ と ができ ます。 18歳未満のお子様も 一緒に投票所に入場するこ と ができ ますので、

ご家族で投票所にお出かけく ださ い。

◎　 衆議院小選挙区選出議員選挙
　 　 投票用紙（ あさ ぎ色） には、 候補者１ 人の氏名を記入し ま す。
◎　 衆議院比例代表選出議員選挙
　 　 投票用紙（ ピ ンク 色） には、 名簿届出政党等の名称を １ つ記入し ま す。
◎　 最高裁判所裁判官国民審査
　 　 投票用紙（ う ぐ いす色） には、 やめさ せた方がよ いと 思う 裁判官については、 氏名の上の欄に×を書きます。
　 　 やめさ せなく てよ いと 思う 裁判官については、 何も 書かないでく ださ い。

【 身体に重度の障害のある方や要介護５

の方（ 郵便等投票）】

　 右の表に掲げる一定要件にあてはまる

方は事前に「 郵便等投票証明書」 の交付

を受けた上で、 自宅等で投票すること が

できます（ こ の方法は、 郵便等による送

付が必要です）。

　 制度の詳細については市区町村の選

挙管理委員会にお問い合わせく ださ い。

身体障害者手帳に

記載してある障害の程度

障害名 障害の程度

両下肢、 体幹、 移動機能の障害 １ 級・ ２ 級

心臓、 じ ん臓、 呼吸器、 ぼう こう 、 直腸、 小腸の障害 １ 級・ ３ 級

免疫、 肝臓の障害 １ 級・ ２ 級・ ３ 級

戦傷病者手帳に

記載してある障害の程度

障害名 障害の程度

両下肢、 体幹の障害 特別項症～第２ 項症

心臓、 じ ん臓、 呼吸器、 ぼう こう 、 直腸、 小腸、 肝臓の障害 特別項症～第３ 項症

介護保険の

被保険者証

要介護の

状態区分

要介護５

衆議院議員総選挙

特設ホームページ

はこ ちら



令和８ 年２ 月８ 日執行 神奈川県第９ 区選挙区（ 川崎市多摩区、 麻生区）

神 奈 川 県 選 挙 管 理 委 員 会

衆議院小選挙区選出議員選挙 選挙公報

こ の選挙公報は、 候補者から 提出さ れた原稿を、 そのま ま 印刷し たも のです。



　 投票日に投票所に行く こ と ができない方は、 期日前投票又は不在者投票をご利用く ださ い。

　 なお、 投票所入場券がお手元に届く 前でも 、 選挙人名簿に登録さ れているこ と が確認さ れれば、 投票するこ と

ができます。

　 また、 18歳から 投票するこ と ができ ます。 18歳未満のお子様も 一緒に投票所に入場するこ と ができ ますので、

ご家族で投票所にお出かけく ださ い。

◎　 衆議院小選挙区選出議員選挙
　 　 投票用紙（ あさ ぎ色） には、 候補者１ 人の氏名を記入し ま す。
◎　 衆議院比例代表選出議員選挙
　 　 投票用紙（ ピ ンク 色） には、 名簿届出政党等の名称を １ つ記入し ま す。
◎　 最高裁判所裁判官国民審査
　 　 投票用紙（ う ぐ いす色） には、 やめさ せた方がよ いと 思う 裁判官については、 氏名の上の欄に×を書きます。
　 　 やめさ せなく てよ いと 思う 裁判官については、 何も 書かないでく ださ い。

【 身体に重度の障害のある方や要介護５

の方（ 郵便等投票）】

　 右の表に掲げる一定要件にあてはまる

方は事前に「 郵便等投票証明書」 の交付

を受けた上で、 自宅等で投票すること が

できます（ こ の方法は、 郵便等による送

付が必要です）。

　 制度の詳細については市区町村の選

挙管理委員会にお問い合わせく ださ い。

身体障害者手帳に

記載してある障害の程度

障害名 障害の程度

両下肢、 体幹、 移動機能の障害 １ 級・ ２ 級

心臓、 じ ん臓、 呼吸器、 ぼう こう 、 直腸、 小腸の障害 １ 級・ ３ 級

免疫、 肝臓の障害 １ 級・ ２ 級・ ３ 級

戦傷病者手帳に

記載してある障害の程度

障害名 障害の程度

両下肢、 体幹の障害 特別項症～第２ 項症

心臓、 じ ん臓、 呼吸器、 ぼう こう 、 直腸、 小腸、 肝臓の障害 特別項症～第３ 項症

介護保険の

被保険者証

要介護の

状態区分

要介護５
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投票日　2 月８ 日（ 日）　 　 投票時間　 午前７ 時から 午後８ 時まで

【 身体に重度の障害のある方や要介護５ の方

（ 郵便等投票）】

　 右の表に掲げる一定要件にあてはまる方

は事前に「 郵便等投票証明書」 の交付を受

けた上で、 自宅等で投票すること ができま

す（ こ の方法は、 郵便等による送付が必要

です）。

　 制度の詳細については市区町村の選挙管

理委員会にお問い合わせく ださ い。

身体障害者手帳に

記載してある障害の程度

障害名 障害の程度

両下肢、 体幹、 移動機能の障害 １ 級・ ２ 級

心臓、 じ ん臓、 呼吸器、 ぼう こう 、 直腸、 小腸の障害 １ 級・ ３ 級

免疫、 肝臓の障害 １ 級・ ２ 級・ ３ 級

戦傷病者手帳に

記載してある障害の程度

障害名 障害の程度

両下肢、 体幹の障害 特別項症～第２ 項症

心臓、 じ ん臓、 呼吸器、 ぼう こう 、 直腸、 小腸、 肝臓の障害 特別項症～第３ 項症

介護保険の

被保険者証

要介護の

状態区分

要介護５

◎　 衆議院小選挙区選出議員選挙
　 　 投票用紙（ あ さ ぎ色） には、 候補者１ 人の氏名を 記入し ま す。
◎　 衆議院比例代表選出議員選挙
　 　 投票用紙（ ピ ン ク 色） には、 名簿届出政党等の名称を １ つ記入し ま す。
◎　 最高裁判所裁判官国民審査
　 　 投票用紙（ う ぐ いす色） には、 やめさ せた方がよ いと 思う 裁判官については、 氏名の上の欄に×を 書き ま す。
　 　 やめさ せなく てよ いと 思う 裁判官については、 何も 書かないでく ださ い。

　 投票日に投票所に行く こ と ができ ない方は、 期日前投票又は不在者投票を ご利用く ださ い。
　 なお、 投票所入場券がお手元に届く 前でも 、 選挙人名簿に登録さ れている こ と が確認さ れれば、 投票する こ と ができ ま す。
　 ま た、 18歳から 投票するこ と ができ ます。 18歳未満のお子様も 一緒に投票所に入場するこ と ができ ますので、 ご 家族で投票所
にお出かけく ださ い。
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